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名護市辺野古への米軍普天間飛行場の移設計画は 

直ちに取りやめなければならない 
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1996 年、日米両国政府は普天間飛行場返還に合意した。その後曲折を経ながら

も、いまだに両政府は、米海兵隊基地は沖縄県名護市辺野古に移設することが

現実的な解決策だと主張し続けている。しかし、沖縄県知事、県内 41 市町村の

全首長、県議会、県民は辺野古移設への反対を明確にし、「危険性の除去」、「少

なくとも県外移設」を繰り返し求めている。 

 

これに対し、野田政権は発足からの短期間に、沖縄担当大臣、防衛大臣、外務

大臣を相次いで沖縄に派遣しているが、誰一人沖縄のおかれている現状に目を

向けることも、 沖縄の声に耳を傾けることもなく、県民の意志とは全く無関係

にアメリカ政府の要求の伝達を繰り返しているとしか思えない。  

 

しかも、米軍基地の必要性を説明するのではなく、振興策と称して多額の交付

金を投入して民意を変えようとするのは、民主主義に反する。沖縄県民が望ん

でいるのは、民意を尊重した解決であり、我々が望むのも同じである。 

 

1945 年 3 月 26 日の沖縄戦開始以来、戦争終結によっても、1972 年の施政権返

還を迎えても、冷戦が終わっても、沖縄の米軍基地の根本的軽減は行われず、

今日においても、在日米軍施設の 74％が国土の 0.6％に過ぎない沖縄県に集中
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している。 

 

私たちは、日本国憲法も国連憲章も仮想敵国を作ることを想定していないと考

えるが、もし仮想敵国に対する国の安全保障上、米軍基地は減らせないのであ

れば、沖縄県以外の、99.4％の面積を占める都道府県に移転先を求めるべきで

ある。他都道府県に移転先が見つからなければ、日本国外に移転するほかない。

沖縄県のみに負担を押し付けるのは、差別以外のなにものでもない。市民の意

思を踏みにじる都道府県の政策決定、都道府県民の意思を踏みにじる国の政策

決定は、憲法第 95 条に定められた民主主義的地域主義の精神に反する。 

 

対立する一方の国が、自衛権の下に軍備の質的、量的増強を図れば、相手国も

軍備を増強し、軍拡の連鎖が戦争を引き起こし、双方を疲弊させることは、歴

史が繰り返し示してきたところである。この連鎖を逆転させることこそ、政治、

外交の目標でなければならない。政府が特使を送って説得しなければならない

相手は、沖縄県ではなく米国政府である。 

 

施政権返還以来、沖縄の米軍基地は幾度も不安定性を示してきたが、その根源

的な原因は民意の無視にあった。この度またしても民意を無視して米海兵隊基

地の辺野古移転を強行するなら、基地の円滑な運営など望むべくもなく、ひい

ては東北アジアにおける軍事バランスにアメリカそのものが望まないような不

安定性を増大することは、火を見るより明らかである。私たち世界平和七人委

員会は、このことを日本政府が直視し、沖縄の民意を重い委託と受け止め、ア

メリカ政府と真摯に向き合うことこそが重要と考える。 

 


